
 

 

 

平成26年３月14日 

各  位 

会 社 名 ラクオリア創薬株式会社 

代 表 者 名 代表取締役 谷  直 樹 

（コード番号：４５７９）

問 合 せ 先 常務執行役員 河田 喜一郎 

（TEL．0569-84-0700）

 

ストック・オプション（新株予約権）発行に関するお知らせ 

 

当社は、平成26年３月14日開催の取締役会において、ストック・オプションの実施を目的として、当社使用人に対

し新株予約権を発行することを決議しましたので、下記のとおりお知らせいたします。 

 

記 

１．発行の理由  

当社は、その事業継続及び事業拡大のために、医学・薬学・農学・獣医学・化学などの分野における専門的な知

識と技能を有する人材を多数、必要としております。また、マネジメントやIT、知財、統計解析などに優れた人材

も欠かせません。こうした人材を維持し、その研鑽、ひいては業績向上への、意欲及び士気向上を促し、株価変動

に係わる利害を株主の皆様と共有するためのストック・オプションの実施を目的として、当社使用人に対して新株

予約権を発行するものであります。 

 

２．新株予約権の発行要領 

（1）割当ての対象者及び人数  

当社使用人13名 

 

（2）新株予約権の総数 

39,000個 

 

（3）新株予約権の目的たる株式の種類及び株式の数 

普通株式39,000株 

① 本新株予約権１個当たりの目的である株式の数は普通株式１株とする。但し、以下に従い、本新株予約権１個

当たりの目的である株式の数が調整される場合には、本新株予約権の目的である株式の数は、調整後株

式数に本新株予約権の数を乗じた数に調整される。 

当社が下記(5)の規定に従って行使価額の調整を行う場合には、本新株予約権１個当たりの目的である株

式の数は、次の算式により調整される。              

調整後株式数 ＝ 
調整前株式数×１株当たり調整前行使価額 

１株当たり調整後行使価額 

上記算式における調整前行使価額及び調整後行使価額は、それぞれ下記(5)に基づき調整される前の行使

価額及び当該調整後の行使価額とする。 

② 上記①の調整は、本新株予約権のうち、当該調整時点で行使されていない本新株予約権の目的である株式



 

の数についてのみ行われ、調整の結果生じる１株未満の端数の株式については、これを切り捨てるものと

する。 

③ 調整後株式数の適用日は、当該調整事由にかかる下記(5)②又は④による行使価額の調整に関し、当該各

号に定める調整後行使価額を適用する日と同日とする。 

④ 本新株予約権の目的である株式の数の調整を行うときは、当社は、あらかじめ書面によりその旨及びその

事由、調整前株式数、調整後株式数及びその適用の日その他必要な事項を新株予約権者に通知する。 

 

（4）新株予約権の発行価額 

０円 

 

（5）新株予約権の行使に際して払込みをなすべき額（行使価額） 

普通株式１株当たり行使価額は、本割当日の属する前月の取引が成立しない日を除く各日の東京証券取引所に

おける当社普通株式の普通取引の平均終値に1.05を乗じた金額とし、１円未満の端数は切り上げる。但し、そ

の金額が本割当日の終値（本割当日が取引の休日の場合及び本割当日に取引が成立しない場合はそれに先立つ

直近日の終値）を下回る場合は、本割当日の終値とする。但し、以下の規定に従い、調整される。各本新株予

約権の行使に際して出資される財産の価額は、行使価額に本新株予約権１個当たりの目的である株式の数を乗

じた額とする。 

① 当社は、本新株予約権の割当後、本項第②号に掲げる各事由により当社普通株式数に変更を生じる場合又

は変更を生じる可能性がある場合は、次に定める算式(以下｢行使価額調整式｣という。)をもって行使価額

を調整する。 

 
 

既発行

株式数

 

＋

新発行・ 

処分株式数
× 

１株当たりの 

発行・処分価額 

調整後行使価額 ＝ 調整前行使価額 ×
調整前行使価額 

既発行株式数 ＋ 新発行・処分株式数 

② 行使価額調整式により本新株予約権の行使価額の調整を行う場合及びその調整後の行使価額の適用時期

については、次に定めるところによる。 

(i)調整前行使価額を下回る払込金額をもって当社普通株式を新たに発行又は当社の保有する当社普

通株式を処分する場合（無償割当てによる場合を含む。）（但し、新株予約権（新株予約権付社債

に付されたものを含む。）の行使、取得請求権付株式又は取得条項付株式若しくは取得条項付新株

予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。）の取得、その他当社普通株式の交付を請求で

きる権利の行使によって当社普通株式を交付する場合、及び会社分割、株式交換又は合併により当

社普通株式を交付する場合を除く｡）。 

  調整後行使価額は、払込期日（募集に際して払込期間を定めた場合はその最終日とし、無償割当て

の場合はその効力発生日とする｡）の翌日以降、又はかかる発行若しくは処分につき株主に割当て

を受ける権利を与えるための基準日がある場合はその日の翌日以降これを適用する。 

(ii)株式分割により普通株式を発行する場合。 

調整後行使価額は、株式分割のための基準日の翌日以降これを適用する。 

(iii)調整前行使価額を下回る払込金額をもって当社普通株式を交付する定めのある取得請求権付株

式又は調整前行使価額を下回る払込金額をもって当社普通株式の交付を請求できる新株予約権（新

株予約権付社債に付されたものを含む｡）を発行又は付与する場合 

調整後行使価額は、取得請求権付株式の全部に係る取得請求権又は新株予約権の全部が当初の条件

で行使されたものとみなして行使価額調整式を適用して算出するものとし、払込期日（新株予約権

の場合は割当日）以降又は（無償割当ての場合は）効力発生日以降これを適用する。但し、株主に

割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合には、当該基準日の翌日以降これを適用する。 

(iv)当社の発行した取得条項付株式、又は取得条項付新株予約権（新株予約権付社債に付されたもの



 

を含む｡）の取得と引換えに調整前行使価額を下回る価額をもって当社普通株式を交付する場合。 

 調整後の行使価額は、取得日の翌日以降これを適用する。 

(v)上記(i)乃至(iii)の場合において、基準日が設定され、かつ、効力の発生が当該基準日以降の株

主総会、取締役会その他当社の機関の承認を条件としているときには、上記(i)乃至(iii)に関わら

ず、調整後の行使価額は、当該承認があった日の翌日以降これを適用する。この場合において、当

該基準日の翌日から当該承認があった日までに本新株予約権の行使請求をした新株予約権者に対

しては、次の算出方法により、当社普通株式を交付する。 

 

株式数 ＝ 

(調整前行使価額－調整後行使価額) × 調整前行使価額により当該期間内

に交付された株式数 
調整後行使価額 

この場合に１株未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、現金による調整は行わない。 

③ (i)行使価額調整式の計算については、円位未満を切り上げる。 

(ii)行使価額調整式で使用する既発行株式数は、株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日

がある場合はその日、また、かかる基準日がない場合は、調整後の行使価額を適用する日の前日

における当社の発行済普通株式数から、当該日における当社の保有する当社普通株式数を控除し

た数とする。 

④ 上記②の行使価額の調整を必要とする場合以外にも、次に掲げる場合には、当社は、新株予約権者

と協議のうえ、合理的な範囲で必要な行使価額の調整を行うことができる。 

(i)株式の併合、資本の減少、新設分割、吸収分割、株式交換、株式移転又は合併のために行使価

額の調整を必要とするとき。 

(ii)その他当社普通株式数の変更又は変更の可能性が生じる事由の発生により行使価額の調整を

必要とするとき。 

(iii)行使価額を調整すべき事由が２つ以上相接して発生し、一方の事由に基づく調整後の行使価

額の算出にあたり使用すべき調整前行使価額につき、他方の事由による影響を考慮する必要があ

るとき。 

⑤ 上記①号ないし④により行使価額の調整を行うときは、当社は、その旨並びにその事由、調整前行

使価額、調整後行使価額及びその適用の日その他必要な事項を、各事項の確定後直ちに書面により

新株予約権者に通知する。 

 

（6）権利行使期間  

平成28年３月15日から平成36年３月14日まで 

 

（7）新株予約権の行使条件 

① １個の本新株予約権の一部につき行使することはできない。 

② 新株予約権者が本行使期間到来前に当社の取締役、監査役又は従業員の地位のいずれをも喪失した場合、

本新株予約権を行使することができない。但し、任期満了による退任、定年退職、その他当社取締役会が

正当な理由があると認めた場合については、この限りではない。 

③ 新株予約権者が、(i)禁錮以上の刑に処せられたとき、(ii)当社と締結した契約に違反したとき、(iii)

法令違反を犯したとき、(iv)降格以上の懲戒処分を相当とする懲戒事由に該当したとき、(v)その他不正

行為により当社の信用を毀損したときは、本新株予約権を行使することができない。 

④ その他の行使の条件は、当社と新株予約権者との間で締結する「第９回新株予約権割当契約書」に定める

ところによる。 

 

（8）新株予約権の行使により株式を発行する場合に増加する資本金及び資本準備金の額 



 

① 本新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第１

項の定めに従い算出される資本金等増加限度額の２分の１の金額とし、計算の結果１円未満の端数が生じ

たときは、これを切り上げる。 

② 本新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金

等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。 

 

（9）新株予約権の取得事由及び取得条件 

新株予約権者が行使し得なくなった本新株予約権について、取締役会が取得の日を定めて当該本新株予約権を

取得する旨決議したときに、当社は当該日に当該本新株予約権を無償で取得することができる。 

 

（10）新株予約権の譲渡制限 

権利の譲渡及び担保権の設定はできない。 

 

（11）株式交換・株式移転時等の新株予約権の処理の方針等 

当社が吸収合併消滅会社となる吸収合併、当社が新設合併消滅会社となる新設合併、当社が吸収分割会社とな

る吸収分割、当社が新設分割会社である新設分割、当社が株式交換完全子会社となる株式交換又は当社が株式

移転完全子会社である株式移転を行う場合（以上を総称して、以下「組織再編行為」という。）には、組織再

編行為の効力発生の直前の時点において残存する本新株予約権（以下「残存新株予約権」という。）の新株予

約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第１項第８号のイからホまでに掲げる株式会社（以下

「再編対象会社」という。）の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合にお

いては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行する。 

但し、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分

割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限る。 

① 交付する再編対象会社の新株予約権の数 

残存新株予約権の新株予約権者が保有する本新株予約権の数と同一とする。 

② 新株予約権の目的である株式 

再編対象会社の普通株式とする。 

③ 新株予約権の目的である株式の数 

組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記(3)に準じて合理的に決定する。 

④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額 

組織再編行為の条件等を勘案のうえ合理的に決定される新株予約権の行使に際して出資される１株当た

りの金銭の額に、上記③により決定される新株予約権１個当たりの目的である株式の数を乗じて得られ

る金額とする。調整の結果生じる１円未満の端数は、これを切り上げる。 

⑤ 新株予約権を行使することができる期間 

組織再編行為の効力発生日から平成36年３月14日（同日が再編対象会社の休業日にあたる場合には、そ

の直前の営業日）までとする。  

⑥ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項 

上記(8)に準じて決定する。 

⑦ 新株予約権の行使の条件、会社が新株予約権を取得することができる事由等 

上記(7)及び(9)に準じるほか、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換

契約又は株式移転計画において定める。  

⑧ 譲渡による新株予約権の取得の制限 

上記(10)に準じて決定する。 

 



 

（12）新株予約権の割当日 

平成26年３月29日 

 

 

以 上 


